
(1)　利子所得等の課税状況

支 払 金 額 源泉徴収税額
障害者等非課税・
財形貯蓄非課税分
支 払 金 額

その他の非課税分
支 払 金 額

支　払　金　額 源泉徴収税額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

7,128,426 1,069,264 221,799 87,397,508 94,747,733 1,069,264

8,255,693 1,238,354 803,099 89,796,647 98,855,439 1,238,354

郵 便 貯 金 86,566,880 12,985,032 9,352,562 422,735 96,342,177 12,985,032

銀 行 預 金 105,843,733 15,876,560 948,636 16,770,813 123,563,182 15,876,560

銀行以外の金融機関の預金 56,403,206 8,460,481 873,984 46,930,323 104,207,513 8,460,481

勤 務 先 預 金 12,146,473 1,821,971 20,385 - 12,166,858 1,821,971

1,044,940 156,741 135,954 82,255 1,263,149 156,741

1,017,646 152,647 66 1,781 1,019,493 152,647

278,406,997 41,761,050 12,356,485 241,402,062 532,165,544 41,761,050

2,911,033 436,655 - 123,541 3,034,574 436,655

182,602 29,696 1,971 - 184,573 29,696

- - - - - -

281,500,632 42,227,401 12,358,456 241,525,603 535,384,691 42,227,401

調査対象等：平成19年２月から平成20年１月までに利子等の支払者から提出された「利子等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

計

定 期 積 金 の 給 付 補 て ん 金 等

匿名組合契約等に基づく収益の
分 配 、 生 命 保 険 等 の 差 益

小　　　　　計

割 引 債 の 償 還 差 益

３－３ 所得種類別課税状況

公 社 債 投 資 信 託 の 収 益 の 分 配

合　　　　　計非　課　税　分課　　税　　分

区　　　　　分

公 債

社 債

合 同 運 用 信 託 の 収 益 の 分 配

預 貯 金

名古屋国税局
源泉所得税３
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(2)　配当所得の課税状況

非　課　税　分

支払金額 源泉徴収税額 支払金額 支払金額 源泉徴収税額 支払金額 源泉徴収税額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

利益又は利息の配当、剰余金の分配、
基金利息の分配、特定証券投資法人の
投資口の配当等

625,612,894 122,752,745 115,590,234 97,793,474 6,997,932 838,996,602 129,750,677

計 625,612,894 122,752,745 115,624,321 98,031,736 7,014,421 839,268,950 129,767,165

調査対象等：平成19年２月から平成20年１月までに提出された「配当等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

合 計

投資信託（公社債投資信託及び公募公
社債等運用投資信託を除く。）及び特
定目的信託の収益の分配

区　　　　　分
一　般　課　税　分 特 例 税 率 適 用 分

- - 34,087 238,262 16,489 272,348 16,489

名古屋国税局
源泉所得税３
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(3)　上場株式等の譲渡所得等の課税状況

千円 千円

源泉徴収選択口座内保管
上場株式等の譲渡所得等

365,078,852 25,638,995

調査対象等：平成19年２月から平成20年１月までに上場株式等の譲渡の対価の支払者から提出された
　　　　　　「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額の所得税徴収高計算書」等に基づいて
　　　　　　作成した。

区　　　　　　　分
源泉徴収選択口座内

調整所得金額等
源　泉　徴　収　税　額

名古屋国税局
源泉所得税３
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(4)　給与所得及び退職所得の課税状況

支　払　金　額 源泉徴収税額 支　払　金　額 源泉徴収税額 支　払　金　額 源泉徴収税額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

俸 給 ・ 給 料 ・ 賞 与 3,118,960,783 131,082,853 28,298,677,332 988,815,944 31,417,638,115 1,119,898,797

日 雇 労 働 者 の 賃 金 7,228,243 116,670 237,242,786 2,528,972 244,471,029 2,645,642

計 3,126,189,026 131,199,523 28,535,920,118 991,344,916 31,662,109,144 1,122,544,439

307,493,236 4,466,071 510,853,308 19,975,175 818,346,544 24,441,245

- - - 0 - 0

調査対象等：

用語の説明：

２　徴収猶予とは、通常の法定納期限に徴収しないで、一定の期間徴収手続を猶予することをいう。したがって、一定の期間、納期限を延長する、いわ
  ゆる延納制度とは異なるものである。

給 与 所 得

区　　　　　分
官 公 庁 そ の 他 合 計

給与等の支払者から平成20年４月30日までに提出された「法定調書合計表（給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票）」及び平成19年２月から
平成20年１月までに提出された「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

１　法定調書とは、所得税法の規定により税務署長に対して、その提出を義務付けられている書類をいい、原則として翌年１月31日までに提出すること
　となっている。法定調書の種類は多数にのぼっており、例えば①利子等の支払調書、②配当及び剰余金の分配の支払調書、③報酬、料金、契約金及び
　賞金の支払調書、④給与所得の源泉徴収票、⑤非居住者に支払われる給与、給付及び役務の報酬の支払調書がある。

退 職 所 得

災害減免法により徴収猶予したもの

名古屋国税局
源泉所得税３
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(5)　報酬・料金等所得の課税状況

千円 千円

原 稿 料 、 作 曲 料 、 放 送 謝 金 、 講 演
料 等 の 報 酬 又 は 料 金

44,000,683 4,436,701

弁 護 士 、 税 理 士 等 の 報 酬 又 は 料 金 261,558,816 26,831,624

診 療 報 酬 256,515,625 22,732,585

職 業 野 球 の 選 手 、 騎 手 、 外 交
員 等 の 報 酬 又 は 料 金

160,342,026 8,580,435

芸 能 等 に つ い て の 出 演 ・ 演 出 等 の
報 酬 又 は 料 金

9,575,991 1,053,325

バ ー 、 キ ャ バ レ ー の ホ ス テ ス 等
の 報 酬 又 は 料 金

45,491,365 2,649,813

契 約 金 ・ 賞 金 4,075,272 402,333

　小　　　　　　　　　計　 781,559,778 66,686,816

151,565,318 4,275,474

126,742,651 650,171

207,824 4,860

1,060,075,571 71,617,320

- -

調査対象等：報酬・料金等の支払者から、平成20年４月30日までに提出された「法定調書の合計表
　　　　　　（報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書）」及び平成19年２月から平成20年１月までに
　　　　　　提出された「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

計

法 第 203 条 の ２ 該 当 （ 公 的 年 金 等 ）

源泉徴収税額支　払　金　額

災 害 減 免 法 に よ り 徴 収 猶 予 し た も の

区　　　　　　　　　　分

法 第 174 条 該 当 （ 馬 主 に 支 払 わ れ る 競 馬 の 賞 金 等 ）

法 第 207 条 該 当 （ 生 命 保 険 契 約 等 に 基 づ く 年 金 ）

法
　
第
2
0
4
条
　
該
当

名古屋国税局
源泉所得税３
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(6)　非居住者等所得の課税状況

課税分
非課税又
は免税分

総　額

千円 千円 千円 千円

公 社 債 ・ 預 貯 金 の 利 子 等 2,216,269 - 2,216,269 207,345

利益又は利息の配当、剰余金の分配、基金利息の分
配、特定証券投資法人の投資口の配当等、投資信託
（公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除
く。）及び特定目的信託の収益の分配

177,864,545 - 177,864,545 10,269,947

匿 名 組 合 契 約 に 基 づ く 収 益 の 分 配 132,909 - 132,909 26,583

給 与 ・ 賞 与 等 10,889,930 8,365,133 19,255,063 2,167,437

退 職 所 得 548,296 4,045 552,341 108,681

役 務 の 報 酬 3,520,082 195,112 3,715,194 683,543

工業所有権その他の技術に関する権利等の使用料
又 は そ の 譲 渡 に よ る 対 価

16,572,940 15,342,865 31,915,805 1,929,331

著 作 権 の 使 用 料 又 は そ の 譲 渡 に よ る 対 価 3,555,187 506,907 4,062,094 388,352

貸 付 金 の 利 子 790,806 9,549 800,355 105,910

不動産、採石権の貸付、租鉱権の設定又は航空機、
船 舶 の 貸 付 に よ る 所 得

2,097,041 16,906 2,113,947 415,982

機 械 等 の 使 用 料 817,993 83,902 901,895 101,909

土 地 等 の 譲 渡 に よ る 対 価 1,853,325 - 1,853,325 185,618

人 的 役 務 提 供 事 業 の 対 価 655,447 42,844 698,291 120,495

生 命 保 険 契 約 等 に 基 づ く 年 金 - - - -

賞 金 11,090 - 11,090 1,597

合　　　　　計 221,525,860 24,567,263 246,093,123 16,712,729

調査対象等：平成20年４月30日までに非居住者等の給与等の支払者から提出された「法定調書の合計表（非居住者等に
　　　　　　支払われる給与等の支払調書）」及び平成20年１月までに提出された「非居住者・外国法人の所得につい
　　　　　　ての所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

支払金額
源泉徴収税額区　　　　　分

名古屋国税局
源泉所得税３

（Ｈ19）
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